
８月28 日㈬Ｊアラート
全国一斉情報伝達試験
全国瞬時警報システム（J アラート）の動作確認
のため、内閣官房から全国に配信された情報が、
実際に防災行政無線から発信されるかの試験放送
を、全国の自治体で一斉に実施します。試験放送
ですので、お間違えないようお願いします。

■日時：８月 28 日㈬　午前 11 時頃

♪上り４音チャイム♪
「これは、Ｊアラートのテストです」×３回
「こちらは、ぼうさいつくばみらいです」

♪下り４音チャイム♪

【放送内容（参考）】

問 伊奈庁舎防災課　☎58 ‐ 2111（内線2502）

※全国瞬時警報システム（J アラート）とは
地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人
工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

在
宅
介
護
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す

問 
伊
奈
庁
舎
介
護
福
祉
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
３
０
１
）

手続き・申請

　

満
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
在
宅
で

介
護
し
て
い
る
家
族
の
方
で
、
次
の

す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

は
、
介
護
慰
労
金
（
10
万
円
）
が
支

給
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
支
給
を
受
け

る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
支
給
要
件
＝
基
準
日
の
7
月
31
日

　

現
在
、
次
の
①
～
④
す
べ
て
に
該

　

当
す
る
方

①
介
護
者
お
よ
び
被
介
護
者
が
市
内

　

に
居
住
し
て
い
る
こ
と

②
基
準
日
に
要
介
護
4
ま
た
は
5
と

　

認
定
さ
れ
て
い
る
方

③
基
準
日
よ
り
過
去
1
年
間
、
介
護

　

保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な

　

い
方

※
合
計
利
用
日
数
７
日
ま
で
の

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利
用
を
除
く

④
介
護
者
お
よ
び
被
介
護
者
が
市
民

　

税
非
課
税
世
帯
で
あ
る
こ
と

▼
申
請
期
間
＝
8
月
1
日
㈭
～
30
日

　

㈮
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

▼
申
請
先
＝
介
護
福
祉
課
窓
口

特
別
児
童
扶
養
手
当
「
所
得
状
況
届
」
を
忘
れ
ず
に

問 

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
１
０
１
）

手続き・申請

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
方
、
所
得
限
度
額
超
過
に
よ
り

支
給
停
止
中
の
方
が
、
受
給
資
格
を

継
続
す
る
た
め
に
は
、
毎
年
「
所
得

状
況
届
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

提
出
さ
れ
た
所
得
状
況
届
を
も
と

に
、
受
給
者
本
人
お
よ
び
同
居
親
族
な

ど
の
所
得
状
況
を
確
認
し
、
今
年
8
月

か
ら
翌
年
7
月
ま
で
の
手
当
が
受
給
で

き
る
か
ど
う
か
を
判
定
し
ま
す
。

　

受
給
者
の
方
に
は
、
所
得
状
況
届

書
を
同
封
し
た
通
知
を
送
付
し
ま

す
。
提
出
が
な
い
と
、
手
当
の
支
給

が
遅
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
4
月
に
手
当
額
が
見

直
さ
れ
ま
し
た
。
改
定
額
は
次
の
と

お
り
で
す
。

■
手
当
の
改
定
額

【
１
級
】
※
カ
ッ
コ
内
は
改
定
前
の
額

　
５
万
２
２
０
０
円（
５
万
１
７
０
０
円
）

【
２
級
】
※
カ
ッ
コ
内
は
改
定
前
の
額

　
３
万
４
７
７
０
円（
３
万
４
４
３
０
円
）

▼
提
出
期
間
＝
8
月
1
日
㈭
～
30
日
㈮

　
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

▼
提
出
場
所
＝
社
会
福
祉
課

▼
持
参
す
る
も
の
＝
ご
自
宅
に
届
い

　

た
通
知
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
手
当
は
、
精
神
ま
た
は
身
体

に
重
度
・
中
度
の
障
が
い
が
あ
る
20

歳
未
満
の
児
童
を
、家
庭
で
監
護（
保

護
者
と
し
て
生
活
の
面
倒
を
み
る
こ

と
）
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
、
も
し

く
は
父
母
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て
い

る
方
が
受
け
ら
れ
る
手
当
で
す
。

　

な
お
、
対
象
と
思
わ
れ
る
児
童
を

監
護
し
て
い
て
、
ま
だ
申
請
を
し
て

い
な
い
方
は
、
社
会
福
祉
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

多
面
的
機
能
支
払
交
付
金
事
業
に
取
り
組
み
ま
せ
ん
か

問 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
１
０
４
）

農　業

農
地
の
維
持
と
資
源
向
上
を
支
援

　

多
面
的
機
能
支
払
交
付
金
事
業
と

は
、
農
業
・
農
村
の
有
す
る
多
面
的

機
能
の
維
持
・
発
揮
を
図
る
た
め
地

域
の
共
同
活
動
に
係
る
支
援
を
行
う

こ
と
で
、
地
域
資
源
の
適
切
な
保
全

管
理
を
推
進
し
、
農
業
・
農
村
の
有

す
る
多
面
的
機
能
が
今
後
も
適
切
に

維
持
・
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
も

の
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
農
業
者
や
地
域
住

民
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
活
動
組
織
が

取
り
組
む
、
水
田
や
畑
の
農
地
維
持

と
資
源
向
上
の
た
め
の
草
刈
り
や
水

路
の
泥
上
げ
、
農
道
な
ど
の
施
設
の

軽
微
な
補
修
な
ど
の
活
動
を
支
援
し

ま
す
。

　

現
在
、
市
内
で
は
19
組
織
が
設
立

さ
れ
本
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
詳
し
く
は
産
業
経
済
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

期日 会議 内容
８月 28 日㈬ 本会議 開会、議案の上程および説明、監査報告
９月 ２日㈪ 本会議 一般質問
９月 ３日㈫ 本会議 一般質問、議案の委員会付託
９月 ４日㈬ 委員会 補正予算特別委員会
９月 ５日㈭ 委員会 総務常任委員会
９月 ６日㈮ 委員会 教育民生常任委員会
９月 ９日㈪ 委員会 経済常任委員会
９月 11 日㈬ 委員会 決算特別委員会
９月 12 日㈭ 委員会 決算特別委員会
９月 13 日㈮ 委員会 決算特別委員会
９月 19 日㈭ 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会

※日程などは変更になる場合があります。なお、会期日程は、議会運営委
員会（通常は開会日の７日前に開催）で協議され、定例会初日の本会議で
決定されますので、事前に議会事務局までお問い合わせください。

令和元年第３回市議会定例会日程のお知らせ

問  谷和原庁舎議会事務局　☎58 ‐ 2111（内線6202）

7 －次号は令和元年８月25日（日）配布開始－


